
 
 
 平成２９年１２月１２日、長崎県社会保険労務士会と長崎労働局は、「働き方改革」共同宣

言を行いました。 

 
   左から、長崎県社会保険労務士会 小林義人会長、長崎労働局 小玉剛局長 

 

調印式においては、長崎県社会保険労務士会と長崎労働局とが相互に連携し、内閣、政府

の最重要課題と位置付けられている「働き方改革」の取組を、県内企業に働きかけながら、

一層推進していくことを確認しました。 

 
左から、長崎県社会保険労務士会 中島政博副会長、小林義人会長、長崎労働局 小玉剛局

長、新納広子雇用環境・均等室長 

 

 長崎労働局は長崎県社会保険労務士会に対し働き方改革に関する施策や好事例などの情報

を提供し、長崎県社会保険労務士会は長崎労働局からの協力要請に迅速に対応し積極的に情

報発信することにより、長崎県内での働き方改革を推進し、県内企業の労働生産性向上と人

材確保を図っていこうとするものです。 

 （共同宣言文は次ページ） 

「働き方改革」共同宣言を行いました。 



 


